
児童自立支援施設のあり方に関する研究会  

第1回議幸次第  

平成17年7月29日（金）  

17：3 0 ～ 2 0：0 0  
厚生労働省2階共用第6会議室  

1． 開会  

2． 委員紹介  

3．  挨拶  

4．  議題   

（1） 研究会の設置について   

（2） 検討課題（案）について   

（3） 児童自立支援施設に関する実態調査（調査結果）について   

（4） 意見交換   

（5） 今後の進め方について   

（6） その他  

5．  その他   
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一室料2  

児童自立支援施設のあり方に関する研究会の設置について  

平成17年7月29日  

1．設置の目的   

現在、国会で審議中の少年法改正案では、特に必要と認める場合に限  

り14歳未満の少年の少年院送致が可能となることとなっている。   

厚生労働省としては、今回の改正をあくまでも厳罰化という趣旨では  

なく、少年の育て直しにかかる選択肢の拡大のための見直しと理解して  

いるが、この機会に児童自立支援施設における育て直し機能についても  

いま一度、検証し、その充実・強化について検討することが重要である  

ことから、以下のような点について、具体的な成案を得るため、この研  

究会を設置するものである。  

2．構成等  

（1）研究会の構成員は別紙のとおりとする。   

（2）研究会に座長を置く。  

（3）研究会の庶務は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課  

において処理する。  

3．主な検討課題（案）   

（1）施設の運営体制について   

（2）寮舎の運営形態について  

（3）援助技術・援助方法の向上と研修システム・人材養成について   

（4）施設機能について   

（5）関係機関等との連携について   



児童自立支援施設のあり方に関する研究会  

検 討 課 題 （案）  

1．施設の運営体制について  

○ 施設長及び児童自立支援専門員等の人事異動システム・資格要件  

等のあり方  

○ 施設運営全般のあり方   

2．寮舎の運営形態について  

○ 夫婦小舎制のあり方（維持確保・強化策）  

○ 交代制寮舎のあり方（充実・強化策）   

3．援助技術・援助方法の向上と研修システム†人材養成について  

○ 自立支援の援助技術・援助方法のモデル事例の抽出・整理・フィ  

ードバックのあり方  

○ 自立支援専門員等の養成のあり方   

4．施設機能について  

○ 入所児童の減少要因の分析  

○ 通所機能■一時保護機能・短期入所機能のあり方  

○ リービングケア・アフターケアのあり方  

○ 保護者の指導・支援のあり方  

○ 相談機能（児童家庭支援センターの付置等）のあり方   

5．関係機関等との連携について  

○ 児童相談所・学校・民生児童委員等関係機関との連携のあり方  

○ 少年院・法務省との連携   



［垂垂二］  

今後の研究会の進め方について（案）  

検  討  議  題  等  

第1回研究会の開催  

○検討課題の整理  

（D施設の運営体制について   

②寮舎の運営形態について   

③援助技術・方法の向上と研修システム・人材養成につい  

て   

④施設機能について   

⑤関係機関等との連携について   

第2回研究会の開催  

O「入所児童減少の要因等について」の検討   

第3回研究会の開催  

O「施設の運営体制について」の検討   

第4回研究会の開催  

O「寮舎の運営形態について」の検討  

O「援助技術・方法の向上と研修システム・人材養成につい   

て」の検討   

第5回研究会の開催  

O「施設機能について」「関係機関等との連携について」の検   

討   

第6回研究会の開催  

O「児童自立支援施設のあり方に関するまとめ」（成案）  

7月29日  

※ 随時、  

関係者の  

ヒアリング・  

施設見学  

等を実施   

9月上旬  

10 月上  

旬  

11月上  

旬  

12 月上  

旬  




